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改正労働安全衛生法（産業医、健康診断、面接指導等に関する法令等）

労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号　抄）

（産業医等）
第１３条　事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定め
るところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管
理その他の厚生労働省令で定める事項（以下「労働者の健康管理等」という。）
を行わせなければならない。
２ 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識につ
いて厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。

３ 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事
業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。

４ 事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
第１３条の２　事業者は、前条第１項の事業場以外の事業場については、労働
者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師その他厚生
労働省令で定める者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように
努めなければならない。

（衛生委員会）
第１８条　事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議
させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければなら
ない。
１．労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
２．労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
３．労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
４．前３号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持
増進に関する重要事項

２ 衛生委員会の委員は、次の者をもつて構成する。ただし、第１号の者で
ある委員は、１人とする。
１．総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場に
おいてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のう
ちから事業者が指名した者

２．衛生管理者のうちから事業者が指名した者
３．産業医のうちから事業者が指名した者
４．当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有するもののうちから事業
者が指名した者

３ 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環
境測定士であるものを衛生委員会の委員として指名することができる。

４ 前条第３項から第５項までの規定は、衛生委員会について準用する。こ
の場合において、同条第３項及び第４項中「第１号の委員」とあるのは
「第１８条第２項第１号の者である委員」と読み替えるものとする。

（作業環境測定の結果の評価等）
第６５条の２　省略

（作業の管理）
第６５条の３　事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を
適切に管理するように努めなければならない。

（健康診断）
第６６条　事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医
師による健康診断を行なわなければならない。
２ 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健
康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従
事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様と
する。

３ 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、
厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわな
ければならない。

４ 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認める
ときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところに
より、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示する
ことができる。

５ 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければ
ならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断
を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なう
これらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明
する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。

（自発的健康診断の結果の提出）
第６６条の２　午後１０時から午前５時まで（厚生労働大臣が必要であると認め
る場合においては、その定める地域又は期間については午後１１時から午前
６時まで）の間における業務（以下「深夜業」という。）に従事する労働者
であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康
の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省
令で定めるところにより、自ら受けた健康診断（前条第５項ただし書の規定
による健康診断を除く。）の結果を証明する書面を事業者に提出することが
できる。

（健康診断の結果の記録）
第６６条の３　事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第６６条第１項
から第４項まで及び第５項ただし書並びに前条の規定による健康診断の結果
を記録しておかなければならない。

（健康診断の結果についての医師等からの意見聴取）
第６６条の４　事業者は、第６６条第１項から第４項まで若しくは第５項ただし
書又は第６６条の２の規定による健康診断の結果（当該健康診断の項目に異
常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。）に基づき、当該労
働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めると
ころにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

（健康診断実施後の措置）
第６６条の５　事業者は、前条の規定による医師又は歯科医師の意見を勘案し、
その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の
変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずる
ほか、作業環境測定の実施、施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯
科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善
委員会（労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（平成４年法律第９０
号）第７条第１項に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ。）
への報告その他の適切な措置を講じなければならない。
２ 厚生労働大臣は、前項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有
効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

３ 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認め
るときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行
うことができる。

（面接指導等）
第６６条の８　事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の
保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当する労働者に対し、厚生労
働省令で定めるところにより、医師による面接指導（問診その他の方法によ
り心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うことをい
う。以下同じ。）を行わなければならない。
２ 労働者は、前項の規定により事業者が行う面接指導を受けなければなら
ない。ただし、事業者の指定した医師が行う面接指導を受けることを希望
しない場合において、他の医師の行う同項の規定による面接指導に相当す
る面接指導を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、
この限りでない。

３ 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第１項及び前項ただし
書の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。

４ 事業者は、第１項又は第２項ただし書の規定による面接指導の結果に基
づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働
省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならない。

５ 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要があると認
めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、
労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、当該医師の
意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会
への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

第６６条の９　事業者は、前条第１項の規定により面接指導を行う労働者以外
の労働者であつて健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定
めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。

（健康教育等）
第６９条　事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健
康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努め
なければならない。
２ 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進
に努めるものとする。

（健康診断等に関する秘密の保持）
第１０４条　第６５条の２第１項及び第６６条第１項から第４項までの規定による健
康診断並びに第６６条の８第１項の規定による面接指導の実施の事務に従事
した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。

労働安全衛生規則（昭和４７年労働省令第３２号）（抄）

（産業医及び産業歯科医の職務等）
第１４条　法第１３条第１項 の厚生労働省令で定める事項は、次の事項で医学に
関する専門的知識を必要とするものとする。
１ 健康診断及び面接指導等（法第６６条の８第１項 に規定する面接指導（以
下「面接指導」という。）及び法第６６条の９に規定する必要な措置をいう。）
の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に
関すること。

２　作業環境の維持管理に関すること。
３　作業の管理に関すること。
４　前３号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
５ 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に
関すること。

６　衛生教育に関すること。
７　労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

（産業医を選任すべき事業場以外の事業場の労働者の健康管理等）
第１５条の２　法第１３条の２の厚生労働省令で定める者は、国が法第１９条の３
に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談、
情報の提供その他の必要な援助の事業（次項において「地域産業保健センタ
ー事業」という。）の実施に当たり、備えている労働者の健康管理等に必要
な知識を有する者の名簿に記載されている保健師とする。
２ 事業者は、法第１３条第１項の事業場以外の事業場について、法第１３条の
２に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるに当たつ
ては、労働者の健康管理等を行う同条に規定する医師の選任、地域産業保
健センター事業の利用等に努めるものとする。

（衛生委員会の付議事項）
第２２条　法第１８条第１項第４号 の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増
進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
１　衛生に関する規程の作成に関すること。
２ 法第２８条の２第１項 の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき
講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること。

３ 安全衛生に関する計画（衛生に係る部分に限る。）の作成、実施、評価及
び改善に関すること。

４　衛生教育の実施計画の作成に関すること。
５ 法第５７条の３第１項 及び第５７条の４第１項 の規定により行われる有害性
の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。

６ 法第６５条第１項 又は第５項 の規定により行われる作業環境測定の結果及

8.  関係法令（面接指導等に係る法令）
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びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
７ 定期に行われる健康診断、法第６６条第４項 の規定による指示を受けて行
われる臨時の健康診断、法第６６条の２ の自ら受けた健康診断及び法に基づ
く他の省令の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並
びにその結果に対する対策の樹立に関すること。

８ 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関す
ること。

９ 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の
樹立に関すること。

１０　労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
１１ 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官
又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告又は指導を受けた事
項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること。

（委員会の会議）
第２３条　事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会（以下「委
員会」という。）を毎月１回以上開催するようにしなければならない。
２ 前項に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員会
が定める。

３ 事業者は、委員会の開催の都度、遅滞なく、委員会における議事の概要
を次に掲げるいずれかの方法によつて労働者に周知させなければならない。
１．常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けること。
２．書面を労働者に交付すること。
３．磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、
各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置するこ
と。

４ 事業者は、委員会における議事で重要なものに係る記録を作成して、こ
れを３年間保存しなければならない。

（関係労働者の意見の聴取）
第２３条の２　委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は衛生に関
する事項について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けるようにしな
ければならない。

（健康診断結果の記録の作成）
第５１条　事業者は、第４３条、第４４条若しくは第４５条から第４８条までの健康診
断若しくは法第６６条第４項 の規定による指示を受けて行つた健康診断（同
条第５項 ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次
条において「第４３条等の健康診断」という。）又は法第６６条の２ の自ら受け
た健康診断の結果に基づき、健康診断個人票（様式第５号）を作成して、こ
れを５年間保存しなければならない。

（健康診断の結果についての医師等からの意見聴取）
第５１条の２　第４３条等の健康診断の結果に基づく法第６６条の４ の規定による
医師又は歯科医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければ
ならない。
１．第４３条等の健康診断が行われた日（法第６６条第５項 ただし書の場合に
あつては、当該労働者が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出
した日）から３月以内に行うこと。

２．聴取した医師又は歯科医師の意見を健康診断個人票に記載すること
２ 法第６６条の２ の自ら受けた健康診断の結果に基づく法第６６条の４ の規定
による医師からの意見聴取は、次に定めるところにより行わなければなら
ない。
１．当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から２月
以内に行うこと。

２．聴取した医師の意見を健康診断個人票に記載すること。

（指針の公表）
第５１条の３（省略）

（健康診断の結果の通知）
第５１条の４　事業者は、法第６６条第４項 又は第４３条、第４４条若しくは第４５条
から第４８条までの健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診
断の結果を通知しなければならない。

（健康診断結果報告）
第５２条　常時５０人以上の労働者を使用する事業者は、第４４条、第４５条又は第
４８条の健康診断（定期のものに限る。）を行なつたときは、遅滞なく、定期
健康診断結果報告書（様式第６号）を所轄労働基準監督署長に提出しなけれ
ばならない。

（面接指導の対象となる労働者の要件等）
第５２条の２　法第６６条の８第１項 の厚生労働省令で定める要件は、休憩時間
を除き１週間当たり４０時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間
が１月当たり１００時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる者であること
とする。ただし、次項の期日前１月以内に面接指導を受けた労働者その他こ
れに類する労働者であつて面接指導を受ける必要がないと医師が認めたもの
を除く。
２ 前項の超えた時間の算定は、毎月１回以上、一定の期日を定めて行わな
ければならない。

（面接指導の実施方法等）
第５２条の３　面接指導は、前条第１項の要件に該当する労働者の申出により
行うものとする。
２　前項の申出は、前条第２項の期日後、遅滞なく、行うものとする。
３ 事業者は、労働者から第１項の申出があつたときは、遅滞なく、面接指
導を行わなければならない。

４ 産業医は、前条第１項の要件に該当する労働者に対して、第１項の申出
を行うよう勧奨することができる。

（面接指導における確認事項）
第５２条の４　医師は、面接指導を行うに当たつては、前条第１項の申出を行
つた労働者に対し、次に掲げる事項について確認を行うものとする。
１．当該労働者の勤務の状況
２．当該労働者の疲労の蓄積の状況
３．前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況

（労働者の希望する医師による面接指導の証明）
第５２条の５　法第６６条の８第２項 ただし書の書面は、当該労働者の受けた面
接指導について、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。
１．実施年月日
２．当該労働者の氏名

３．面接指導を行つた医師の氏名
４．当該労働者の疲労の蓄積の状況
５．前号に掲げるもののほか、当該労働者の心身の状況

（面接指導結果の記録の作成）
第５２条の６　事業者は、面接指導（法第６６条の８第２項 ただし書の場合にお
いて当該労働者が受けた面接指導を含む。次条において同じ。）の結果に基
づき、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを５年間保存しなければ
ならない。
２ 前項の記録は、前条各号に掲げる事項及び法第６６条の８第４項 の規定に
よる医師の意見を記載したものでなければならない。

（面接指導の結果についての医師からの意見聴取）
第５２条の７　面接指導の結果に基づく法第６６条の８第４項 の規定による医師
からの意見聴取は、面接指導が行われた後（法第６６条の８第２項 ただし書
の場合にあつては、当該労働者が面接指導の結果を証明する書面を事業者に
提出した後）、遅滞なく行わなければならない。

（法第６６条の９に規定する必要な措置の実施）
第５２条の８　法第６６条の９ の必要な措置は、面接指導の実施又は面接指導に
準ずる措置とする。
２　法第６６条の９の必要な措置は、次に掲げる者に対して行うものとする。
１．長時間の労働により、疲労の蓄積が認められ、又は健康上の不安を有
している労働者

２．前号に掲げるもののほか、事業場において定められた法第６６条の９ の
必要な措置の実施に関する基準に該当する労働者

３ 前項第１号に掲げる労働者に対して行う法第６６条の９ の必要な措置は、
当該労働者の申出により行うものとする。

労働安全衛生法等の一部を改正する法律について（抄）
（平成１７年１１月２日）
（基発第１１０２００２号）

第１　労働安全衛生法の一部改正
６　面接指導等
（１）事業者は、その労働時間の状況等が厚生労働省令で定める要件に該当す
る労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指
導を行わなければならないものとしたこと。（第６６条の８第１項関係）

（２）労働者は、（１）の面接指導を受けなければならないものとしたこと。
ただし、事業者の指定した医師以外の医師が行う（１）の面接指導に相当
する面接指導を受け、その結果を事業者に提出したときは、この限りでな
いものとしたこと。（第６６条の８第２項関係）

（３）事業者は、面接指導の結果の記録、面接指導の結果に基づく必要な措置
についての医師の意見の聴取、その必要があると認める場合の作業等の変
更、医師の意見の衛生委員会等への報告等の措置を講じなければならない
ものとしたこと。（第６６条の８第３項から第５項まで関係）

（４）面接指導の実施に従事した者は、知り得た労働者の秘密を漏らしてはな
らないものとしたこと。（第１０４条関係）

（５）事業者は、（１）の面接指導を行う労働者以外の労働者で健康への配慮
が必要なものについて、必要な措置を講ずるように努めなければならない
ものとしたこと。（第６６条の９関係）

労働安全衛生法等の一部を改正する法律（労働安全衛生法関係）等の
施行について

（平成１８年２月２４日）
（基発第０２２４００３号）

Ⅰ 労働安全衛生法関係
７　面接指導等（第６６条の８、第６６条の９等関係）
（１）面接指導（第６６条の８関係）
ア　第１項関係
（ア）脳血管疾患及び虚血性心疾患等（以下「脳・心臓疾患」という。）の
発症が長時間労働との関連性が強いとする医学的知見を踏まえ、これ
ら疾病の発症を予防するため、医師による面接指導を実施すべきこと
としたものであること。また、労災認定された自殺事案をみると長時
間労働であった者が多いことから、面接指導の実施の際には、うつ病
等のストレスが関係する精神疾患等の発症を予防するためにメンタル
ヘルス面にも配慮すること。

（イ）面接指導を実施する医師としては、産業医、産業医の要件を備えた
医師等労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識を有す
る医師が望ましいこと。

（ウ）面接指導の費用については、法で事業者に面接指導の実施の義務を
課している以上、当然、事業者が負担すべきものであること。

（エ）面接指導を受けるのに要した時間に係る賃金の支払いについては、
当然、事業者の負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきも
のであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条
件であることを考えると、面接指導を受けるのに要した時間の賃金を
事業者が支払うことが望ましいこと。

（オ）派遣労働者に対する面接指導については、派遣元事業主に実施義務
が課せられるものであること。なお、派遣労働者の労働時間について
は、実際の派遣就業した日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休
憩した時間について、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労
働者の就業条件の整備等に関する法律（昭和６０年法律第８８号。以下
「労働者派遣法」という。）第４２条第３項に基づき派遣先が派遣元事業
主に通知することとなっており、面接指導が適正に行われるためには
派遣先及び派遣元の連携が不可欠であること。

イ　第４項関係
（ア）医師の意見聴取については、面接指導を実施した医師から、面接指
導の結果報告に併せて意見を聴取することが適当であること。なお、
地域産業保健センターの医師により面接指導を実施した場合は、事業
者は当該医師から意見を聴取すること。

（イ）面接指導を実施した医師が、当該面接指導を受けた労働者の所属す
る事業場で選任されている産業医でない場合には、面接指導を実施し
た医師からの意見聴取と併せて、当該事業場で選任されている産業医
の意見を聴取することも考えられること。

ウ　第５項関係
（ア）面接指導実施後の措置の例として、医師の意見の衛生委員会等又は
労働時間等設定改善委員会への報告を規定した趣旨は、Ⅰの５と同様
であること。
また、衛生委員会等又は労働時間等設定改善委員会への医師の意見



29

の報告に当たっては、医師からの意見は個人が特定できないように集
約・加工するなど労働者のプライバシーに適正な配慮を行うことが必
要であること。

（イ）特にメンタルヘルス不調に関し、面接指導を受けた結果として、事
業者が労働者に対して不利益な取扱いをすることがあってはならない
こと。

（ウ）事業者は、面接指導により労働者のメンタルヘルス不調を把握した
場合は、必要に応じ精神科医等と連携を図りつつ対応することが適当
であること。

（２）必要な措置（第６６条の９関係）
面接指導の対象となる労働者以外の労働者であっても、脳・心臓疾患の

発症の予防的な意味を含め、健康への配慮が必要なものに対して、第６６条
の８第１項から第５項までの措置に準じた必要な措置を講ずるよう事業者
に努力義務を課すものであること。

（３）小規模事業場における面接指導等（改正法附則第２条関係）
常時５０人以上の労働者を使用する事業場以外の事業場については、平成２０

年３月３１日までの間は、法第６６条の８及び法第６６条の９の適用はないこと。
しかしながら、平成２０年３月３１日までの間、これらの事業場についても、

長時間労働による健康障害を防止するため、地域産業保健センターを活用
すること等により面接指導等を実施するとともに、その結果に基づく措置
を講ずることが適当であること。

Ⅳ 労働安全衛生規則関係
第１　改正の要点
１　安全衛生管理体制等
（３）産業医の職務として、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の
健康を保持するための措置に関することを追加したこと。（第１４条）

（５）衛生委員会の調査審議事項として、（・・中略・・）長時間にわたる労
働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること並
びに労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること
が含まれるものとしたこと。（第２２条）

（６）事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会の議事の概要を
労働者に周知させなければならないものとしたこと。（第２３条）

５　面接指導等
（１）面接指導の対象となる労働者の要件を、１週間当たり４０時間を超えて労
働させた時間が１月当たり１００時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められ
る者であることとしたこと。ただし、期日前１月以内に面接指導を受けた
労働者その他これに類する者で、面接指導を受ける必要がないと医師が認
めたものを除くこととしたこと。（第５２条の２第１項）

（２）（１）の時間の算定に当たっては、毎月１回以上、一定の期日を定めて
これを行わなければならないものとしたこと。（第５２条の２第２項）

（３）面接指導は、（１）の要件に該当する労働者の申出により行うものとし
たこと。（第５２条の３第１項）

（４）産業医による申出の勧奨、面接指導における確認事項、結果の記録、書
類の保存、医師の意見聴取手続等について規定したこと。（第５２条の３第
２項から第５２条の７まで）

（５）法第６６条の９の必要な措置は、面接指導又はこれに準ずる措置とすると
ともに、当該措置を講ずべき者として、長時間の労働により、疲労の蓄積
が認められ、又は健康上の不安を有している労働者及び事業場において定
められた同条の必要な措置の実施に関する基準に該当する労働者を定めた
こと。（第５２条の８）

第２　細部事項
３　産業医の職務（第１４条第１項関係）

従来の労働者の健康障害の防止と健康保持を図るための産業医としての
専門的な立場からの職務内容に、医師による面接指導等に関する事項を追
加したものであること。

４　安全委員会、衛生委員会等
（２）衛生委員会の付議事項（第２２条関係）
イ 第９号は、脳・心臓疾患の労災認定件数が高い水準で推移しており、
事業場において労使が協力して長時間労働による健康障害の防止対策を
推進する重要性が増していることから、衛生委員会等の付議事項として、
「長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の
樹立に関すること」を明記したものであること。
なお、この対策の樹立に関することには、

① 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止対策の実施計画
の策定等に関すること

②　面接指導等の実施方法及び実施体制に関すること
③ 第５２条の３第１項及び第５２条の８第３項に規定する労働者の申出が
適切に行われるための環境整備に関すること

④ 面接指導等の申出を行ったことにより当該労働者に対して不利益な
取扱いが行われることがないようにするための対策に関すること
⑤ 第５２条の８第２項第２号に規定する事業場で定める必要な措置に係
る基準の策定に関すること

⑥ 事業場における長時間労働による健康障害の防止対策の労働者への
周知に関すること

が含まれること。
ウ 第１０号は、精神障害等の労災認定件数が増加しており、事業場におい
て労使が協力してメンタルヘルス対策を推進する重要性が増しているこ
とから、衛生委員会等の付議事項として、第８号とは別に、「労働者の精
神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること」を明記した
こと。
なお、この対策の樹立に関することには、

①　事業場におけるメンタルヘルス対策の実施計画の策定等に関すること
②　事業場におけるメンタルヘルス対策の実施体制の整備に関すること
③ 労働者の精神的健康の状況を事業者が把握したことにより当該労働
者に対して不利益な取扱いが行われるようなことがないようにするた
めの対策に関すること

④　労働者の精神的健康の状況に係る健康情報の保護に関すること
⑤　事業場におけるメンタルヘルス対策の労働者への周知に関すること
が含まれること。

エ 衛生委員会等において長時間労働による健康障害防止対策、メンタル
ヘルス対策について調査審議するに当たっては、医学的及び専門的な見
地からの意見が重要であり、その構成員である産業医や衛生管理者の積
極的な関与が必要であることから、事業場においては、産業医や衛生管
理者について、その適正な選任はもとより、衛生委員会等への出席の徹
底を図り、その役割が適切に果たされる必要があること。また、衛生委
員会等において調査審議を行った結果、一定の事項について結論を得た
場合については、これに基づいて着実に対策を実施するなど、事業者は
この結論を当然に尊重すべきものであること。

オ 常時５０人以上の労働者を使用する事業場以外の事業場においては、衛
生委員会等の調査審議に替え、第２３条の２の関係労働者の意見を聴くた

めの機会を利用して、長時間労働による健康障害防止対策やメンタルヘ
ルス対策について労働者の意見を聴取するように努め、その意見を踏ま
えつつこれらの対策を樹立することが必要であること。また、衛生に係
るこれらの対策の担当者として衛生推進者又は安全衛生推進者の活用に
努めることも必要であること。

（３）委員会の議事録の概要の周知（第２３条第３項関係）
安全衛生委員会等の透明性を確保するため、事業者は、安全衛生委員会

等の開催の都度、遅滞なく、その議事の概要を労働者に周知させなければ
ならないこととし、その方法として、法第１０１条第１項に基づく労働者に対
する法令等の周知の方法と同様の方法（改正省令による改正前の安衛則第
９８条の２）を定めたこと。

１２　面接指導（第５２条の２から第５２条の７まで関係）
（１）面接指導の対象者となる労働者の要件等（第５２条の２関係）
ア 第１項の「休憩時間を除き１週間当たり４０時間を超えて労働させた場
合におけるその超えた時間」（以下「時間外・休日労働時間」という。）
について、１月当たりの時間外・休日労働時間の算定は、次の式により
行うこと。

この算定方法は、特例措置対象事業場（週４４時間労働制）、変形労働時
間制やフレックスタイム制を採用している事業場についても同様である
こと。

イ 専門業務型裁量労働制及び企画業務型裁量労働制の適用を受ける労働
者については、使用者が健康・福祉確保措置を行うに当たって把握され
ている「労働時間の状況」を基に、事業場ごとに取り決めた方法により、
時間外・休日労働時間を把握すること。

ウ イに掲げるもののほか、管理・監督の地位にある者等労働時間等に係
る規定の適用について特段の定めのある労働者については、労働者自ら
が「時間外・休日労働時間が１月当たり１００時間を超え、かつ、疲労の蓄
積があると認められる」と判断し、第５２条の３の規定による申出があっ
た場合に面接指導を実施すること。

エ 時間外・休日労働時間の時間数について、事業者の把握している時間
数と第５２条の３に基づく申出を行った労働者の把握している時間数との
間に差異があり、かつ、その確定に時間を要する場合においては、健康
確保の観点から、まずは面接指導を実施することが望ましいこと。

オ 第１項の「疲労の蓄積」は、通常、他者には認知しにくい自覚症状と
して現れるものであることから、第５２条の３に基づく申出の手続をとっ
た労働者については、「疲労の蓄積があると認められる者」として取り扱
うものであること。

カ 第１項の「これに類する労働者」には、医師による診察の結果、健康
診断の結果、過去の面接指導の結果、疲労蓄積度のチェックリストの結
果等に基づき、医師が健康上問題がないと認めた労働者が含まれること。

キ 第２項の「一定の期日」は事業場の判断により定めるものであり、例
えば、事業場における賃金締切日が考えられること。

（２）面接指導の実施方法等（第５２条の３関係）
ア 必要な労働者に対し、確実に面接指導を実施することができるよう、
月１００時間を超える時間外・休日労働をさせた事業場又はそのおそれのあ
る事業場等においては、
①　労働者が自己の労働時間数を確認できる仕組みの整備
② 申出様式の作成、申出窓口の設定など申出手続を行うための体制の
整備

③　労働者に対する体制の周知
を図ること。
なお、これらについては、衛生委員会等において調査審議すること。

この調査審議の際には、申出を行うことによる不利益な取扱いが行われ
ることがないようにすることなど、申出がしやすい環境となるよう配慮
すること。

イ 第１項の申出は、労働者が面接指導を受ける旨を申し出るものである
が、確実に面接指導を実施するためには、当該申出の際に、労働者の希
望する面接指導の実施日時、場所その他面接指導を実施するに当たり配
慮を求める事項等についても申し出ることが考えられること。また、労
働者が事業者の指定する医師以外の医師の面接指導を受けることを希望
する旨についても、この申出の際に併せて申し出る取扱いとすることも
可能であること。なお、申出の際に労働者の希望する医師についても申
し出るようにすることとし、当該医師を事業者が指定することも考えら
れること。

ウ 第１項の申出は書面や電子メール等で行い、事業者は、その記録を残
すようにすること。
エ　第２項の「遅滞なく」とは、概ね１月以内をいうこと。
オ　第３項の「遅滞なく」とは、申出後、概ね１月以内をいうこと。
カ 家族や職場の周囲の者が労働者の不調に気付くことも少なくないこと
から、プライバシーの保護に留意しつつ、事業者は、家族や周囲の者か
ら相談・情報を受けた場合に、必要に応じて当該労働者に面接指導を受
けるように働きかけるなどの仕組みを整備することが望ましいこと。

キ 第４項に基づき、産業医が労働者に確実に申出の勧奨を行うことがで
きるよう、事業者は、産業医に対して、時間外・休日労働時間が１月当
たり１００時間を超えた労働者に関する作業環境、労働時間、深夜業の回数
及び時間数等の情報を提供することが望ましいこと。また、勧奨の方法
として、①産業医が、健康診断の結果等から脳・心臓疾患の発症リスク
が長時間労働により高まると判断される労働者に対して、第５２条の２に
該当した場合に申出を行うことをあらかじめ勧奨しておくことや、②上
記カと同様に家族や周囲の者からの相談・情報を基に産業医が当該労働
者に対して申出の勧奨を行うことも考えられること。

ク 事業場において、時間外・休日労働時間が１月当たり１００時間を超えた
労働者全員に対して面接指導を実施することとした場合については、対
象者全員に対して面接指導の実施について通知等を行い、これに対して
労働者が申込みを行った場合や現に面接指導を受けに来たことをもって
申出を行ったものとみなすことができること。なお、この場合、対象者
全員に通知等を行ったにもかかわらず、面接指導を受けなかった労働者
については、申出がなかったものとして差し支えないこと。

（３）労働者の希望する医師による面接指導の証明（第５２条の５関係）
事業者に提出する面接指導の結果の証明に記載すべき事項については、

医師が面接指導を通じて知り得た労働者の状況について、健康情報留意事
項通達に基づき、必要に応じて適切に判断する必要があること。特に第５
号の心身の状況については、必ずしも疾病名等の状況を記載すべき趣旨で
はないこと。

（４）面接指導結果の記録の作成（第５２条の６関係）
第１項の面接指導結果の記録は、第２項の事項が記載されたものであれば、

面接指導を実施した医師からの報告をそのまま保存することで足りること。
（５）医師からの意見聴取（第５２条の７関係）

意見聴取は遅滞なく行われる必要があるが、遅くとも面接指導を実施し

１か月の総労働時間数（労働時間数＋延長時間数＋休日労働時間数）
－（計算期間（１か月間）の総暦日数／７）×４０
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てから概ね１月以内に行うこと。なお、労働者の健康状態から緊急に事後
措置を講ずべき必要がある場合には、可能な限り速やかに行われる必要が
あること。

１３　法第６６条の９の必要な措置（第５２条の８関係）
（１）第１項の「面接指導に準ずる措置」には、労働者に対して保健師等によ
る保健指導を行うこと、チェックリストを用いて疲労蓄積度を把握の上必
要な者に対して面接指導を行うこと、事業場の健康管理について事業者が
産業医等から助言指導を受けること等が含まれること。

（２）第２項第１号の「長時間」とは時間外・休日労働時間が１月当たり８０時
間を超えることをいうこと。

（３）第２項第２号の「基準」を事業場において定めるに当たっては、衛生委
員会等で調査審議の上、定めるものとすること。この際には、事業者は衛
生委員会等における調査審議の内容を踏まえて決定するとともに、長時間
労働による健康障害に係る医学的知見を考慮し、以下のア及びイに十分留
意すること。
なお、常時５０人以上の労働者を使用する事業場以外の事業場においては、
衛生委員会等の調査審議に代え、第２３条の２の関係労働者の意見を聴くた
めの機会を利用して、上記基準の設定について労働者の意見を聴取するよ
うに努め、その意見を踏まえつつ対策を樹立する必要があること。
ア 時間外・休日労働時間が１月当たり１００時間を超える労働者及び２ない
し６月の平均で１月当たり８０時間を超える労働者については、すべての
労働者について面接指導を実施するよう基準の設定に努めること。

イ 時間外・休日労働時間が１月当たり４５時間を超える労働者については、
健康への配慮の必要な者の範囲と措置について検討し、それらの者が措
置の対象となるように基準を設定することが望ましいこと。また、この
措置としては、時間外・休日労働時間が１月当たり４５時間を超える労働
者について作業環境、労働時間等の情報を産業医等に提供し、事業場に
おける健康管理について事業者が助言指導を受けることも考えられるこ
と。

（４）必要な労働者が確実に第３項の申出を行うことができるよう、実施体制
の整備を図ることが必要であることは第５２条の３に基づく申出の場合と同
様であること。（１２（２）参照）

（５）面接指導又は面接指導に準ずる措置を実施した場合には、その結果に基
づき事後措置を実施するよう努めること。

過重労働による健康障害を防止するため事業者が講ずべき措置等
（過重労働による健康障害防止のための総合対策について 基発第０２１２００１号
平成１４年２月１２日　別添）
（同上　基発第０３０７００６号　平成２０年３月７日　改正）
１　趣旨

長時間にわたる過重な労働は疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考
えられ、さらには、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知
見が得られている。働くことにより労働者が健康を損なうようなことはあ
ってはならないものであり、当該医学的知見を踏まえると、労働者が疲労
を回復することができないような長時間にわたる過重労働を排除していく
とともに、労働者に疲労の蓄積を生じさせないようにするため、労働者の
健康管理に係る措置を適切に実施することが重要である。
このため、厚生労働省においては、平成１４年２月から「過重労働による

健康障害防止のための総合対策」（以下、「旧総合対策」という。）に基づき
所要の対策を推進してきたところであるが、今般、働き方の多様化が進む
中で、長時間労働に伴う健康障害の増加など労働者の生命や生活にかかわ
る問題が深刻化しており、これに的確に対処するため、必要な施策を整備
充実する労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）等の改正が行われたとこ
ろである。
本措置は、このような背景を踏まえ、過重労働による労働者の健康障害

を防止することを目的として、以下のとおり、事業者が講ずべき措置を定
めたものである。

２　時間外・休日労働時間の削減
（１）時間外労働は本来臨時的な場合に行われるものであり、また、時間外・
休日労働時間（休憩時間を除き１週間当たり４０時間を超えて労働させた場
合におけるその超えた時間をいう。以下同じ。）が月４５時間を超えて長く
なるほど、業務と脳・心臓疾患の発症との関連性が強まるとの医学的知見
が得られている。このようなことを踏まえ、事業者は、労働基準法（昭和
２２年法律４９号）第３６条に基づく協定（以下「３６協定」という。）の締結に
当たっては、労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代
表する者とともにその内容が「労働基準法第３６条第１項の協定で定める労
働時間の延長の限度等に関する基準」（平成１０年労働省告示第１５４号。以下
「限度基準」という。）に適合したものとなるようにするものとする。
また、限度基準第３条ただし書又は第４条に定める「特別の事情」（限度
時間を超える一定の時間まで労働時間を延長することができる事情）を定
めた３６協定については、この「特別な事情」が臨時的なものに限るとされ
ていることに留意するものとする。さらに月４５時間を超えて時間外労働を
行わせることが可能である場合についても、事業者は、実際の時間外労働
を月４５時間以下とするよう努めるものとする。
さらに、事業者は、休日労働についても削減に努めるものとする。

（２）事業者は、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関
する基準について」（平成１３年４月６日付け基発第３３９号）に基づき、労働
時間の適正な把握を行うものとする。

（３）事業者は、裁量労働制対象労働者及び管理・監督者についても、健康確
保のための責務があることなどにも十分留意し、当該労働者に対し、過重
労働とならないよう十分な注意喚起を行うなどの措置を講ずるよう努める
ものとする。

３　年次有給休暇の取得促進
事業者は、年次有給休暇の取得しやすい職場環境づくり、計画的付与制

度の活用等により年次有給休暇の取得促進を図るものとする。

４　労働時間等の設定の改善
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法（平成４年法律第９０号）第

４条第１項に基づく、労働時間等の設定の改善に適切に対処するために必
要な事項について定める労働時間等設定改善指針については、平成１９年１２
月に策定された「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）憲章」
及び「仕事と生活の調和推進のための行動指針」の趣旨を盛り込むべく改
正し、が平成２０年４月１日から適用されたところである。このため、事業
者は、過重労働による健康障害を防止する観点から、改正後の労働時間等
設定改善指針に留意しつつ、必要な措置を講じるよう努めるものとする。

５労働者の健康管理に係る措置の徹底
（１）健康管理体制の整備、健康診断の実施等
ア　健康管理体制の整備及び健康診断の実施

事業者は、労働安全衛生法に基づき、産業医や衛生管理者、衛生推進
者等を選任し、その者に事業場における健康管理に関する職務等を適切
に行わせるとともに、衛生委員会等を設置し、適切に調査審議を行う等
健康管理に関する体制を整備するものとする。
なお、事業場が常時５０人未満の労働者を使用するものである場合には、

地域産業保健センターの活用を図るものとする。
また、事業者は、労働安全衛生法に基づき、健康診断、健康診断結果

についての医師からの意見聴取、健康診断実施後の措置、保健指導等を
確実に実施するものとする。特に、深夜業を含む業務に常時従事する労
働者に対しては、６月以内ごとに１回の健康診断を実施しなければなら
ないことに留意するものとする。

イ　自発的健康診断受診支援助成金の活用等
事業者は、深夜業に従事する労働者を対象とした自発的健康診断受診

支援助成金制度や血圧等一定の健康診断項目に異常の所見がある労働者
を対象とした二次健康診断等給付制度の活用について、労働者への周知
に努めるものとするとともに、労働者からこれらの制度を活用した健康
診断の結果の提出があったときには、その結果に基づく事後措置につい
ても講ずる必要があることについて留意するものとする。
また、事業者は、労働安全衛生法に基づき、労働者の健康保持増進を

図るための措置の継続的かつ計画的な実施するものとする。
（２）長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導等
ア 面接指導等（医師による面接指導及び面接指導に準ずる措置をいう。
以下同じ。）の実施等

（ア）事業者は、労働安全衛生法に基づき、労働者の時間外・休日労働時
間に応じた面接指導等を次のとおり実施するものとする。
１．時間外・休日労働時間が１月当たり１００時間を超える労働者であっ
て、申出を行ったものについては、医師による面接指導を確実に実
施するものとする。

２．時間外・休日労働時間が１月当たり８０時間を超える労働者であっ
て、申出を行ったもの（１．の該当する労働者を除く。）については、
医師による面接指導等を実施するよう努めるものとする。

３．時間外・休日労働時間が１月当たり１００時間を超える労働者（１．
の該当する労働者を除く。）又は、時間外・休日労働時間が２ないし
６月の平均で１月当たり８０時間を超える労働者については、医師に
よる面接指導を実施するよう努めるものとする。

４．時間外・休日労働時間が１月当たり４５時間を超える労働者で、健
康への配慮が必要と認めた者については、面接指導等の措置を講ず
ることが望ましいものとする。

（イ）事業者は、労働安全衛生法に基づき、面接指導等の実施後の措置等
を次のとおり実施するものとする。
１．（ア）の１．の医師による面接指導を実施した場合は、その結果に
基づき、労働者の健康を保持するために必要な措置について遅滞な
く医師から意見聴取するものとする。また、その意見を勘案し、必
要があると認めるときは、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少な
ど適切な事後措置を講ずるものとする。

２．（ア）の２．から４．までの面接指導等を実施した場合は、１．に
準じた措置の実施に努めるものとする。

３．面接指導等により労働者のメンタルヘルス不調が把握された場合
は、面接指導を行った医師、産業医等の助言を得ながら必要に応じ
精神科医等と連携を図りつつ対応するものとする。

イ　面接指導等を実施するための手続等の整備
（ア）事業者は、アの面接指導等を適切に実施するために、衛生委員会等
において、以下の事項について調査審議を行うものとする。
また、この結果に基づく必要な措置を講ずるものとする。

１．面接指導等の実施方法及び実施体制に関すること。
２．面接指導等の申出が適切に行われるための環境整備に関すること。
３．面接指導等の申出を行ったことにより当該労働者に対して不利益
な取扱いが行われることがないようにするための対策に関すること。

４．アの（ア）の２．から４．までの該当する者その他の者について
面接指導等を実施する場合における事業場で定める必要な措置の実
施に関する基準の策定に関すること。

５．事業場における長時間労働による健康障害防止対策の労働者への
周知に関すること。

（イ）事業者は、アの（ア）の１．及び２．の面接指導等を実施するに当
たっては、その実施方法及び実施体制に関する事項に、
１．労働者が自己の労働時間数を確認できる仕組みの整備
２．申出を行う際の様式の作成
３．申出を行う窓口の設定
等を含め必要な措置を講じるとともに、労働者が申出を行いやすくす
る観点に立ってその周知徹底を図るものとする。

ウ　常時５０人未満の労働者を使用する事業場の対応
常時５０人未満の労働者を使用する事業場においても、ア及びイの措置

を実施する必要があるが、アについては、近隣に専門的知識を有する医
師がいない等の理由により、事業者自ら医師を選任し、面接指導を実施
することが困難な場合には、地域産業保健センターを活用するものとす
る。
また、当該事業場においてイの手続き等の整備を行う場合には、事業

者は、衛生委員会等に代えて労働安全衛生規則（昭和４７年労働省令第３２
号）第２３条の２に基づき設けた関係労働者の意見を聞くための機会を利
用するように努めるものとする。
なお、地域産業保健センターで実施する面接指導を、事業者の指示等

により対象者が受ける場合には、労働安全衛生法第６６条の８第２項に規
定されている事業者が指定した医師が行う面接指導に該当することとな
るが、この場合、事業者は、対象となる労働者の勤務の状況（例えば直
近１ヶ月の総労働時間、時間外・休日労働時間、業務内容等）を記した
書面を当該医師に提出するとともに、労働安全衛生規則第５２条の６に基
づき当該面接指導の結果を記録し保持しておくものとする。

（３）過重労働による業務上の疾病を発生させた場合の措置
事業者は、過重労働による業務上の疾病を発生させた場合には、産業医

等の助言を受け、又は必要に応じて労働衛生コンサルタントの活用を図り
ながら、次により原因の究明及び再発防止の徹底を図るものとする。
ア　原因の究明

労働時間の適正管理、労働時間及び勤務の不規則性、拘束時間の状況、
出張業務の状況、交替制勤務・深夜勤務の状況、作業環境の状況、精神
的緊張を伴う勤務の状況、健康診断及び面接指導等の結果等について、
多角的に原因の究明を行うこと。

イ　再発防止
上記アの結果に基づき、衛生委員会等の調査審議を踏まえ、上記２か

ら５の（２）までの措置に即した再発防止対策を樹立し、その対策を適
切に実施すること。
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　厚生労働省は、過重労働によ

る健康障害防止のために労働者

自身が疲労の蓄積をセルフチェ

ックするツールとして「労働者

の疲労蓄積度チェックリスト」

を作成し、活用することをおす

すめしています（＊1）。疲労蓄積

度が数値によって表されるため、

自分自身で疲労蓄積に気づくた

めに効果的です。また産業医が

面接指導を行う際にも有効な情

報となります。中央労働災害防

止協会のホームページで自動判

定ができるようになっています

で、ご利用をおすすめします（＊2）。 

　厚生労働省では、定期健康診

断などで血圧・血中脂質・血糖・

肥満度の全ての項目に異常所見

があると診断された人について、

二次健康診断及び医師等による

特定保健指導の費用を労災保険

から給付する制度を定め、活用

をおすすめしています（＊3）。また、

深夜労働を行う人が自発的に健

康診断を受け自身の健康管理を

行えるように支援する制度もあ

ります（＊4）。 

　労働者数が50人未満の小規

模事業場では、過重労働対策を

進めるに当たって、事業場内に

十分な体制を整えることが難し

いのが実情です。このため厚生

労働省は、郡市区医師会に委託

して地域産業保健センターを設

置し、小規模事業場が実施する

対策を支援していますので、ご

活用ください（＊5）。また、小規

模事業場が産業医を選任する場

合にその費用を補助する制度も

あり、労働者の健康を確保する

うえで大変効果的です（＊6）。 

○この冊子は、厚生労働省からの委託を受けて中央労働災害防止協会において制作したものです。 

＊1　http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/06/tp0630-1.html 
＊2　http://www.jisha.or.jp/web_ch/index.html 
＊3　http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/ 

rousai/dl/040325-1.pdf 
＊4　http://www.rofuku.go.jp/sanpo/jyoseikin/jyosei01.html 
＊5　http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/ 

anzen/dl/080123-2a.pdf 
＊6　http://www.rofuku.go.jp/sanpo/jyoseikin/index.html


